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宇部市多胎児育児支援事業受託者募集要項 

 

１ 募集の概要 

本業務は、市の「妊婦応援都市宣言」に基づき、多胎妊婦や多胎児を育てている親子及びその

家族の心身の負担軽減を図ることで、家庭や地域での孤立感を解消し、子育てを応援するまちづ

くりを推進することを目指す。 

 具体的には、妊娠中には、出産後の生活についてイメージができるような情報提供や、多胎児な

らではの悩みを抱える親同士の交流や多胎育児経験者の相談支援等を実施する。 

これらを踏まえ、多胎児支援事業の実施及び運営に関する業務の受託者を募集する。 

    ※令和６年 3月宇部市議会での予算の議決を前提として募集するものです。 

２ 業務の概要 

（１） 宇部市多胎児育児支援事業業務委託仕様書のとおり 

（２） 実施期間 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日 

ただし、契約期間満了後、特に問題がなければ、3年を限度に、契約を更新することができる。 

 

３ 業務に関する費用 

（１） 年間 １，０００,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とする。 

ただし、この額は、本業務契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すもの 

であり、本業務に係る見積書を提出する際には、この額を超えてはならないことに留意すること。 

（２） 委託料に含まれる経費 

(ア)人件費、(イ)報償費（講演会等イベントの謝礼等）、（ウ）旅費（スタッフの研修会参加費等） 

（エ）需用費（印刷製本費、消耗品費等）(オ)役務費（保険料等）(カ)使用料（使用料等）、(キ)備品 

購入費 (ク)負担金（協議会負担金等）(ケ)その他事業の実施・運営に関する費用 

 

４ 参加資格要件 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定により一般競争入札へ

の参加を排除されていない者であること。 

（２） 公募開始の日から契約締結日までの間において、宇部市から指名停止の措置を受けてい

ないこと。 

（３） 宇部市内に本社、支社、営業所又はこれに類する事業拠点を有する者であること。 

（４） 法人税、地方税その他租税公課を滞納していないこと。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団及びそれらの利益と

なる活動を行う者でないこと。 

（６） 政治団体又は宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始日                         令和６年１月１５日（月） 

（２）質問書の提出期限                   令和６年１月２３日（火） 

（３）質問への回答期限                   令和６年１月３０日（火） 
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（４）参加申込書等の提出期限                   令和６年２月 ６日（火） 

（５）審査委員会の開催                    

    一次審査（書類）                         令和６年２月 ７日（水）～９日（金） 

    二次審査（プレゼンテーション）   令和６年２月１９日（月） 

（６）候補者の選定                      令和６年３月上旬予定 

（７）契約締結                          令和６年４月１日 

 

６  企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

（ア）宇部市多胎児育児支援事業受託申請書（様式１） 

（イ）申立書（様式２） 

（ウ）宇部市多胎児育児支援事業提案書（様式３） 

（エ）収支予算書（令和６年度分）（様式４） 

（２）提出部数   

正本１部 副本５部（複写可） 

（３）提出期限 

     令和６年２月６日（火）１７時１５分 

（４）提出方法 

持参又は郵便により提出のこと。（郵送の場合は期限内必着のこと。） 

・提出場所：「９ 問い合わせ先」に同じ 

      ※持参の場合は、８時３０分から１７時１５分まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

 

７  質問の受付及び回答 

本業務・選定に関する質問は、次の方法で提出すること。 

（１）提出期限 

令和６年１月２３日（火） 

（２）提出方法 

  質問票（様式５）により、電子メールで提出すること。 

（３）提出先 

宇部市こども支援課 

アドレス ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp 

（４）回答期日 

令和６年１月３０日（火）までに、集約した回答を本市のウェブサイトで公表するものとする。 

なお、質問への回答は、この要項と一体のものとして、要項の内容と同等の効力を有するも 

のとする。 

 

８ 審査及び受託候補者の選定について 

  受託候補者は、宇部市多胎児育児支援事業委託に係る公募型プロポーサル審査委員会(以下「審

査委員会」という)による審査で選定するものとする。 

  ただし、 参加資格を満たすと判断された応募者が６者以上あった場合は、提出された企画提案書 
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等による一次審査（書類審査）を実施し、参加事業者を限定したうえで、二次審査（プレゼンテーショ 

ン）を実施する。 

（１）第二次審査実施日 

      令和６年２月１９日（月） １３：３０～１５：３０ 

 （２）実施場所 

      多世代ふれあいセンター ４階 

（３）審査方法 

    ア 企画提案書、見積もり金額及びプレゼンテーションについて、総合的に審査を実施する。 

      なお、参加申し込みが１者の場合であっても審査を実施する。 

      参加事業者は、提出資料を用いてプレゼンテーションを行い、審査員との質疑応答を行う。 

      ※プロジェクター等で投影する資料についても、提出された資料に限る。 

 

所要時間 

・準備     ５分 

・プレゼンテーション   ２０分 

・質疑応答    １０分       計 ３５分 

 

   イ 別表評価基準に基づき各審査員の評価点を合計し、総合点の６割以上となった企画提案書 

の中から、総合得点の最も高い提案をした者を受託候補者、次点者を次点候補者に選定する。      

（４）審査結果の通知 

     審査結果及び受託候補者の選定については、参加事業者に書面で通知するとともに、市ウェ 

ブサイトに掲載する。 

 

９ 失格事項 

 参加事業者がいずれかに該当する場合は、当該事業者を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさなかった場合 

（２）企画提案書等に虚偽の記載があった場合 

（３）二次審査に参加しなかった場合 

（４）選定の公平性を害する行為があった場合 

（５）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１０ その他留意事項 

（１）プロポーザルに要する経費及び企画提案書等提出に係る費用については、すべて参加事業 

  者の負担とする。 

（２）提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

（３）プロポーザルに係る全ての提出書類は返却しない。 

（４）企画提案書等については、受託候補者の選定のために使用するものとするが、公開請求があっ 

た場合は、宇部市情報公開条例に基づき公開するものとする。 

（５）応募受付後に参加を辞退する場合は、その旨を書面により提出すること。 

（６）本募集に係る契約については、令和６年３月市議会における予算の議決が前提であり、変更 

することがある。 

 

９ 事務局（問い合わせ先） 

 宇部市役所 こども未來部 こども支援課 

 〒７５５－００３３ 宇部市琴芝町二丁目４番２５号 多世代ふれあいセンター１階 

 電話：０８３６－３１－１７３２   ＦＡＸ：０８３６－２１－６０２０ 

Ｅメール：ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp 

mailto:ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
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（別表） 

宇部市多胎児育児支援事業受託にかかる 

  公募型プロポーザル  評価基準   

 

                                                （総合点 ５０点） 

評価項目 評価基準 配点 

Ⅰ  事業の目的を最大

限に達成できるものであ

ること 

ⅰ 事業の目的を十分理解した内容となっているか。  １０ 

ⅱ 利用者の公平な利用とニーズを把握し、サービス向上（サー

ビスの質の確保）のための適切な方策等が講じられているか。 

 １０ 

Ⅱ  個人情報の適切な

保護が図られていること 
ⅲ 個人情報の適正な保護のための具体的な方策が講じられて

いるか。 

  ５ 

Ⅲ  指導員の資質向上

が図られること ⅳ 人材育成（研修）の方策等は妥当なものとなっているか。 
  ５ 

Ⅳ 危機管理体制 ⅴ 参加者の安全管理、事故防止対策等のための適切な方策が

講じられているか。 

  ５ 

Ⅴ 事業経費 ⅵ 適正な事業内容に見合った経費の見積もりとなっているか。   ５ 

Ⅵ 事業遂行能力 ⅶ 団体の状況及び過去の活動実績等からみて、確実に事業を

遂行できる能力を有しているか。 

１０ 

※審査員ごとの評価点の合計が、総合点の６割以上を得た者の中で最高得点を受託候補者として 

決定する。 

 

 


